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４-３．金融関係 ～ＥＵタクソノミー（２）～

◆技術スクリーニング基準（案）の例（当初発表期限は2020年12月末。ただし継続検討中）

◆ＥＵタクソノミーの使用義務付け

経済活動の例 技術基準（CO2排出量の閾値）案

自動車 2025年までは50ｇCO2/㎞以下。2026年以降はゼロ。ハイブリッド車ですら対象と
ならない。

製鉄 （ドラフト段階）溶銑で1.328tCO2e/t、銑鉄で0.325t CO2e/t等

ガス火力発電 100ｇCO2/kWh以下。GTCCですら達成は不可能で、CCSを併用しない限り達成でき
ないレベル。

原子力発電 今後、科学的見地からＥＵタクソノミー上の扱いを議論

石炭火力発電 ＥＵタクソノミー対象外

基準（案）は野心的で、内燃機関など既存技術を実質的に排除するものが多く含まれる

①加盟国（金融エコラベルやグリーンをうたう金融商品等に対して加盟国レベルで規則を
設ける際に使用）

②金融市場の参加者（金融商品においてＥＵタクソノミーの使用や割合を開示）
③ＥＵ非財務開示指令対象企業（企業活動がどの程度ＥＵタクソノミーと連動しているか、
売上高の中の割合、等を開示しなければならない）

コロナ後はグリーンの加速による経済復興を目指しており、公共調達の基準に使用
される可能性もある。企業にも開示義務（次項）が課せられ金融機関から情報提供
要請がありうるなど、企業経営にとってインパクトが非常に大きい。




















